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経済構造実態調査の調査設計案

１ 調査の法的根拠
●統計法（平成19年法律第53号）に基づく基幹統計調査

２ 調査の実施年
●毎年（経済センサスｰ活動調査の実施年を除く）

３ 調査の期日及び把握対象期間等
●６月１日現在
・従業者数等：調査の期日（６月１日）現在の状況を把握
・売上高等の経理事項：前年１月～12月までの１年間の状況を把握

４ 調査産業の範囲
●日本標準産業分類「Ｅ 製造業」から「Ｒ サービス業（他に分類されないもの）」のうち、以下を除く産業

①小分類792ー 家事サービス業
②中分類93 ー 政治・経済・文化団体
③中分類94  ー 宗教
④中分類96  ー 外国公務
※ 個人経営の企業は調査対象外とする

５ 調査の流れ
●総務大臣・経済産業大臣ー民間事業者ー調査企業・事業所
※総務省及び経済産業省の共管調査として実施
※報告者負担軽減の観点から、プロファイリング活動を最大限活用
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製造業及びサービス業の企業

うち一定規模以上（売上高総和が５割以上となる売
上高上位企業（約３万企業）を悉皆調査

産業大・中・小分類のそれぞれにおいて売上高総和
が８割以上となる売上高上位企業（約20万企業）を
悉皆調査

非調査企業

付加価値等の構造を体系的
に把握する観点から、事業
活動別売上高及び基本的な
費用項目（Ⓐ）を把握

投入構造（投入係数）の推
計精度の向上を図る観点か
ら、上記Ⓐに加え、事業活
動別の費用総額と主業の詳
細な費用内訳（Ⓑ）を把握

うちプロファイリング活動対象の約３000企
業（傘下事業所約15万）

都道府県別結果の精度向上
を図る観点から、上記Ⓐ＋
Ⓑに加え、企業の本社から
傘下事業所の売上高等の基
本事項を把握
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注）現行の特定サービス産業実態調査において把握している産業及び調査項目については、調査結果の時系列利用
を確保するため、基本的には現行調査と同様の抽出方法で選定した約５万企業・事業所に対し、事業特性調査にお
いて同等の調査項目を調査。なお、調査の効率的な実施のため、企業対象の一部事項を企業調査に統合

６ 調査事項、把握単位及び調査対象数等

※企業数及び事業所数は平成26年経済センサスｰ基礎調査結果



７ 結果の集計
●経済構造実態調査で得られる結果と事業所母集団ＤＢに格納されているデータを使用して集計

＜売上高等の基本的事項に関する集計＞
調査企業（売上高上位企業）分の集計値＋非調査企業分の推計値（※）
※調査事項ごとに、調査企業の産業小分類別伸び率の平均を事業所母集団ＤＢの企業データに乗じて推計

＜詳細な費用構造に関する集計＞
調査企業（売上高最上位企業）分の集計値（割合表章）

＜都道府県別集計＞
調査事業所（上場企業等の傘下事業所）分の集計値＋非調査事業所分の推計値（※）
※調査事項ごとに、調査企業の伸び率を事業所母集団ＤＢの当該企業傘下事業所データに乗じて推計

＜産業特性事項に係る集計＞
現行の特定サービス産業実態調査と同様の推計

８ 結果の公表
＜一次公表（年度内公表）＞
企業数、売上高等の基本的事項に関する結果

＜二次公表（翌年度夏頃）＞
詳細な費用構造、産業特性事項に関する結果、都道府県別結果（三次公表も視野）
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（参考）未整備となっているサービス産業等の付加価値等の構造面に関する統計の体系的整備
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工業統計調査
事業所単位に把握・公表

（経済センサスとは定義が異なる）
付加価値額＝製造品出荷額＋在庫増減
額-内国消費税額等-原材料使用額等-減
価償却費（29人以下は粗付加価値額）

サービス産業動向調査

特定サービス産業実態調査
事業所（企業）単位で把握（非公表）
※売上高及び費用構造を事業所（一
部企業）単位で把握しているが、付
加価値の集計・公表はしていない

（費用構造は把握していない）

個人企業経済調査(※)の結果か
ら経済センサスベースの付加
価値を推計
(※)平成31年調査から売上高や営業費用等の
把握単位を事業所から企業に変更

工業統計調査の結果から経済
センサスベースの付加価値を
推計
（工業統計調査の事業所単位の付加価値も継
続して把握）

複数事業所企業単独事業所企業

経済構造実態調査の企業調査結果か
ら経済センサスベースの付加価値を
集計
付加価値額＝売上（収入）金額－費用総額
＋給与総額＋租税公課

個人企業経済調査

＜現 状＞ ＜経済構造実態調査（2019年）甲調査＞

（費用構造は把握していない）

事業所単位に把握（非公表）
※法人化していない個人経営の事業所
を対象に、売上高及び費用構造を事業
所単位で把握しているが、付加価値の
集計・公表はしていない
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